
▶ 26年度事業として、                  に、専門性の高い高度人材を含む多様な正社員のモデル
となる好事例及び就業規則の規定例を幅広く収集し、情報発信。 
また、雇用管理上の留意点と併せて、セミナー等により事業主に対して徹底した周知。   

▶ さらに、雇用管理上の留意点を踏まえた新たな支援措置を検討（         に向けて）。     

１．「多様な正社員」の普及・拡大 
     

 「日本再興戦略」  「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」 （座長：今野浩一郎学習院大学教授） 

 をこれまで８回開催  ※ 制度導入企業８社や労使団体からヒアリング。制度導入のメリット、処遇、転換制度、労働条件明示等を議論        
  

 
  
 
 
     

「多様な正社員」導入のメリット 

「多様な正社員」導入の課題 

• 「非正規雇用労働者のキャリア・アップ」、「正社員のワーク・ライフ・バランスの実現」のほか、企業による「優秀
な人材の確保」、「地域に密着した事業展開」、「ものづくり技能の安定的な継承」等のメリット。         

• 勤務地や職務の限定や、労働者による頻繁な転換は、企業にとって柔軟な人事配置とのバランスに課題。 

• 労働者にとって、企業からの拘束度は緩やかな反面、処遇等への不安について指摘。       

• 少子高齢化やグローバル競争の激化の下、我が国にとって、「正規・非正規の働き方の二極化の解消」、
「女性や子育て・介護に直面する人の雇用継続や能力発揮」等のメリット。 

                   を目途に、以下の項目を含む「雇用管理上の留意点」をとりまとめる。 

◇ 相互転換制度 

◇ その他の雇用管理に関する事項 

◇ 労働契約の締結・変更時の労働条件明示の在り方 

◇ 処遇の在り方、いわゆる正社員との均衡の在り方 

本年年央 

26年度中 

27年度 
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【参考１】 Ａ社（飲食業） ～給与総額アップするも人材の育成のために～ 

• 平成26年4月から、勤務地限定の正社員制度を導入 

    ⇒ 契約社員のほぼ全て（約800名）を、勤務地限定の正社員へ転換  
• 今後の出店計画に対応する上で、店長を担える人材の育成が課題 

• 契約社員の正社員化による短期的な人件費増を上回る、人材開発としての投資効果が見込まれる 

【参考２】 Ｂ社（保険業） ～女性の活躍できる環境を整備～ 

• 一般職の職務の範囲を拡大し、勤務地を通勤圏内に限定した正社員制度を導入 
• 契約社員（勤務場所が店舗固定、職務の範囲が限定）も、上記の職務・勤務地限定の正社員へ転

換可能 

    ⇒ 労働力人口が減少する中、出産育児等により転勤を望まない女性社員の確保と活躍期待 
【効果】 優秀な女性の確保、地域に根付いた人材の確保が可能に 

【課題】 契約社員からの転換希望は、勤務地が通勤圏内に拡大するため少ない 

【参考３】 Ｃ社（製造業） ～安定的な製造現場の維持、技能の継承を図る～ 

• 給与水準の地域相場を反映した賃金制度設計による勤務地限定の正社員制度を導入 

• 非正規雇用の社員を、能力に応じて毎年100名程度勤務地限定の正社員へ転換 

【効果】 ものづくり技能の安定的な継承 

【課題】 優秀な人材を配転させたい会社の期待と、本人の勤務地限定の希望とが合わない場合あり 

 「多様な正社員」を導入する企業の動き・事例 
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